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論文の内容の要旨

本論文は、「ストールン・ジェネレーション(盗まれた世代)Jー-19世紀から 1960年代にかけて、オー

ストラリアの政府機関や教会の同化政策に基づき、家族や共同体から引き離された、約 10万にのぼるアボ

リジニとトレス海峡諸島の混血の子供たちーーをテーマにした初の本格的アボリジニ文学論である。近年

オーストラリアにおいて、先住民族と非先住系オーストラリア人の和解が緊要な社会的課題として認識され

る中で、この「盗まれた世代Jの問題は、非先住民が過去と向き合い、先住民族との新たな関係を模索する

上で重視されるようになってきた。歴史家ベイン・アトウッドは、過去 30年間に著された先住民の強制隔

離をめぐる様々なジャンルの語りを「ストールン・ジェネレーション・ナラテイヴ(stolengenerations narrative) J 

と称し、歴史学分野において、そのナラテイブを基に新たなオーストラリア史観を創造する試みを提唱した。

本論文では、アトウッドに倣い、先住民作家一ーとりわけ、アボリジニ女性作家一ーたちによる強制隔離

をめぐる物語を「ストールン・ジェネレーション・ナラテイヴJと呼ぴ、それを歴史学ではなく、オースト

ラリア先住民文学史のなかに布置し、その特質を検証することを試みる。本論文の目的は、ストールン・ジェ

ネレーション・ナラテイヴの文学実践が、先住民族の「主体性Jの構築に重要な意義をもってきたこと、さ

らには非先住民系オーストラリア人との関係性を再構築し、和解を押し進める原動力となる言説を作り出し

てきたことを、明らかにすることである。

第 1章「アボリジナリティとオーストラリア先住民文学jでは、先住民のアイデンティテイの基軸を構成

する「アボリジナリティ j概念についての理論的議論を展開し、その後に続く三つの章における具体的なテ

キスト分析のための理論的枠組みを提示する D さらに、 f盗まれた世代Jをめぐる先住民文学を、アボリジ

ナリテイの再構築のための「言語実践jと捉え、五つの視座一一支配者の言語、非先住民系オーストラリア

人とのコラボレーション、 トラウマ、歴史と記憶、大地とのつながりーーからその問題系を整理する。

第2章滑りとアボリジナリテイの再構築Jでは、自伝ジャンルーーその事例として、サリー・モーガン

の fマイ・プレイス(均IPlace H (1987年)ーーに焦点をあて、先住民の主体性構築の問題を論じる。めy
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Placeは、西洋的な自伝の手法を受け継いだとして批判されているが、実は西洋の自伝が立ち上げる自律的

で統合された超越的な主体を脱中心化する試みのテキストとして解釈可能であると、著者は主張する。本章

はさらに、 MyPlaceを、文化本質主義的アボリジナリティを越えて、多文化社会の中で相互交渉を通して館

造されるアボリジナリテイの可能性を模索する「自伝的実践Jとして捉え藍し、先住民文学の新しいパラダ

イムを切り開いた作品として再評価を行う D

第 3章「トラウマとオーストラリアの先住民族の歴史の表象jでは、先住民の演劇二作品一一ウェスリー・

イノックとデボラ・メイルマンの共作 f嘆きの 7段措 (The7 Stages 01 Grieuing}j (1995年)とジェーン・

ハリソンの fストールン (Stolen)JJ (1998年)一ーを取り上げ、トラウマの歴史表象と和解の可能性を探る。

演劇作品分析のための五つの視点一一演劇空関と時間、身体の政治学、 トラウマと笑いの関係性、言語、語

りーーを提示し、役者と観客の間にインターラクションを可能にする演劇ジャンルは、先住民族と非先住民

族の対話を実現し、和解への空間を創造すると、著者は示唆する。また、日本でのこれら二作品(翻訳劇)

の上演についての分析を行い、グローバルな場におけるアボリジナリティの意味についても論じる。

第 4章「人種とジェンダーの狭間でのアボリジナリティの交渉」では、アレクシス・ライトの f約束の平

原 (Plains01 Promise) j (1997 年)とメリッサ・ルーカシェンコの『スチーム・ピグズ (Steam 乃~gs)j (1997 

年)の二作品の分析をとおして、「盗まれた世代Jの先住民女性の抑圧とその不可視性の問題に取り組む。

著者によれば、この二作品は、創作(小説)の語りを戦略的に駆使し、白人男性さらには白人女性により抑

圧されるサバルタンとしての先住民女性を前景化することを可能にしている。それにより、人種問題を不問

に付して「女性Jという単一のジ、エンダー・カテゴリーを称揚した白人のリベラル・フェミニズムにも、先

住民コミュニティにおけるエスノセントリックな政治学にも回収されない、新しいフェミニズムの萌芽と

なっていると、著者は示唆する。

結論部では、異なるジャンルをとおして発展してきた「ストールン・ジェネレーション・ナラテイヴJを

構成する共通モチーフとして、土地とのスピリチュアルな結びつきを取り上げる。大地に根ざしたアボリジ

ナリティは、和解問題を考える上で不可欠な概念であるのみならず、「人種」ゃ f国家jなど人為的な分断

に伴うアイデンティテイの政治学を放棄し、先住民的な「場所とのつながりによって存在し帰属するJあり

方へのメタファーとして、今後さらに重要な役割を担うようになるだろうと結論づける。

審査の結果の要旨

本論文は、オーストラリアにおいて緊要な政治的課題となっている先住民族と非先住系オーストラリア人

との和解の問題に取り組む、すぐれて現代的な意義をもっ研究である。 1997年に刊行された人権機会平等

委員会による、「盗まれた世代jへの公式調査の報告書『故郷に連れ戻す (BηngingThem Home) jは、隔離

政策が先住民社会や文化に深刻な被害をもたらした事実を明らかにし、 2008年にオーストラリア政府は「盗

まれた世代Jに対して、初めて公式に謝罪を行ったが、本論文は、和解を「謝罪と許し」のパラダイムのな

かではなく、むしろ先住民による言語実践の場という視座から考察することを試みる。現実の政治問題にコ

ミットしながら、文学の言語実践がどのように和解を押し進める原動力となる言説を創りだしうるかを模索

する本論文はきわめて現代的な意義をもっ論文であり、高い賞賛に値する。

本論文はその学際的な研究手法においても評価に値する G 近年、歴史学の分野は、先住民系オーストラリ

ア人の「集合的記憶jとして語られていた強制隔離の物語を、「ストールン・ジェネレーション・ナラテイヴJ

と称し、オーストラリアという国家の「植民地主義の歴史的シンボルjとして、複雑で包括的な過去の表象

として分析を行なってきた D 本論文は、この fストールン・ジ、ェネレーション・ナラテイヴJという歴史学

のタームを、文学研究領域に持ち込み、それに新たな文化的意味を付与したD 当然のことながら、「ストー
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ルン・ジェネレーション・ナラテイヴJを文学の文脈で体系的に論じた先行研究は存在しておらず、その意

味でこの論文のパイオニア的な功績は大きしh また本論文は、自伝(ライフ・ライティング)、演劇、小説

という異なるジャンルを横断し、さまざまな語りの戦略を明らかにしながら、「ストールン・ジェネレーショ

ン・ナラテイヴJを、アボリジナリテイや主体性構築のための言語実践として体系化する試みにも成功して

いる。

さらに本論文は、グローパルな時代の先住民文学研究のための新たな枠組み一一「第 4世界文学J-ーを

提示している点において画期的な意義をもっ。先住民文学は、先住民としての自治権と土地権を求める政治

運動とともに発達してきた。その点において、移民に焦点をあてる多文化主義文学とも、植民地主義を過去

のものととらえるポストコロニアル文学とも一線を画してきた。資本主義先進国であり移民国家であるオー

ストラリアの先住民の状況と経験を前景化するために、世界の先住民の連帯の中で生まれた「第 4世界文学

(Fourth World) Jとし』う視点を導入し、オーストラリア先住民族的概念や認識論に焦点を当てる本論文は、

新しい学問の潮流を創りだす研究となるだろう。

本論文の、もうひとつの大きな功績は、先住民女性文学の作品を通して、フェミニズム再考を行なってい

ることである。人種や性、または階級といった文化的差異の交差性のもとに構築されるアボリジナリティの

問題を前景化することで、本論文は、従来のフェミニズム研究に新たな知見をもたらしている。

その研究の画期的な意義から刊行が待たれる論文であるが、今後に向けて残された課題がないわけではな

い。本論文の結論部で提示される「土地とのスピリチュアルな結びつきjという概念は、自治権と土地権を

求めて発展してきた先住民の政治運動とどのような関係牲にあるのか明確ではなく、この点に関しては、さ

らに深い考察の余地があるだろう。しかしこれは、本論文の高い学術的価値ゆえに期待される今後の課題で

あり、本論文の総体としての儲値はいささかも揺らぐものではない。

平成 23年 3月9日、人文社会科学研究科学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと、本論

文について著者に説明を求めた後、関連事項について質疑応答を行った。なお、学力の確認は、著者が「人

文社会科学研究科論文審査等実施細則」第 10条 (2) に該当することから免除し、審議の結果、審査委員全

員一致で合格と判定された。

よって著者は、博士(文学)の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
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